
【居 宅 介 護 ⽀ 援】 運 営 基 準 の 改 正 点 ま と め   
2021 年 度 介 護 報 酬 改 定・ 厚 労 省   

2021 年 度 介 護 報 酬 改 定 に 向 け た 「指 定 居 宅 サー ビ ス 等 の 事 業 の ⼈ 員、 設 備 及 び 運 営 
に 関 す る 基 準 等 の ⼀ 部 を 改 正 す る 省 令」 に つ い て、 本 記 事 で は 【居 宅 介 護 ⽀ 援】 に 
関 す る 省 令 ※ の 改 正 内 容 を 整 理 し て い き ま す。   
  
※ 省 令 … 指 定 居 宅 サー ビ ス 等 の 事 業 の ⼈ 員、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準。 以 下 「運 
営 基 準」 と し ま す。 記 事 本 ⽂ で は 該 当 す る 条 項 の 内 容 を 要 約 し て い ま す。   
  
  
⽬ 次   

● 情 報 の 収 集・ 活 ⽤ と PDCA サ イ ク ル の 推 進   
【基 本 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼀ 条 の ⼆   ６ （新 設）】   

● 質 の ⾼ い ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 推 進   
【内 容 及 び ⼿ 続 の 説 明 及 び 同 意・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 四 条 ２ （追 加）】   

● 会 議 や 他 職 種 連 携 に お け る ICT の 活 ⽤   
【指 定 居 宅 介 護 ⽀ 援 の 具 体 的 取 扱 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 三 条   九 （追 
加）】   

● ⽣ 活 援 助 の 訪 問 回 数 の 多 い 利 ⽤ 者 等 へ の 対 応   
【指 定 居 宅 介 護 ⽀ 援 の 具 体 的 取 扱 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 三 条   ⼗ ⼋ の 三 
（新 設）】   

● ハ ラ ス メ ン ト 対 策 の 強 化   
【勤 務 体 制 の 確 保・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 九 条 ４ （新 設）】   

● 業 務 継 続 に 向 け た 取 り 組 み の 強 化   
【業 務 継 続 計 画 の 策 定 等・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 九 条 の ⼆ （新 設）】   

● 感 染 症 対 策 の 強 化   
【感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 ⽌ の た め の 措 置・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼆ ⼗ ⼀ 
条 の ⼆ （新 設）】   

● 運 営 規 程 等 の 掲 ⽰ に 係 る ⾒ 直 し   
【掲 ⽰・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼆ ⼗ ⼆ 条 ２ （新 設）】   

● ⾼ 齢 者 虐 待 防 ⽌ の 推 進   
【基 本 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼆ ⼗ 七 条 の ⼆ （新 設）】   
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● 記 録 の 保 存 等 に 係 る ⾒ 直 し   
【電 磁 的 記 録 等・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 三 ⼗ ⼀ 条 （新 設）】   

● 利 ⽤ 者 へ の 説 明・ 同 意 等 に 係 る ⾒ 直 し   
【電 磁 的 記 録 等・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 三 ⼗ ⼀ 条 ２ （新 設）】   

  
  
情 報 の 収 集・ 活 ⽤ と PDCA サ イ ク ル の 推 進   
  
【基 本 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼀ 条 の ⼆   ６ （新 設）】   
  
全 て の サー ビ ス に つ い て、 省 令 上 に て 「介 護 保 険 等 関 連 情 報 そ の 他 必 要 な 情 報 を 活 
⽤ し、 適 切 か つ 有 効 に ⾏ う よ う 努 め な け れ ば な ら な い」 と い う 規 程 が 新 設 さ れ ま し 
た。 具 体 的 に は、 以 下 の 点 が 運 営 基 準 と し て 求 め ら れ ま す。   
  

●LIFE を 活 ⽤ し た 計 画 の 作 成 や 事 業 所 単 位 で の PDCA サ イ ク ル の 推 進、 ケ ア の 質 の 向 
上 に 努 め る こ と   
  
  
質 の ⾼ い ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 推 進   

  
【内 容 及 び ⼿ 続 の 説 明 及 び 同 意・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 四 条 ２ （追 加）】   
  
ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 公 正 中 ⽴ 性 の 確 保 を 図 る 観 点 か ら、 以 下 の 2 点 に つ い て、 利 ⽤ 者 
に 説 明 を ⾏ い、 理 解 を 得 る こ と が 新 た に 運 営 基 準 と し て 求 め ら れ ま す。   
  

● 前 6 か ⽉ 間 に 作 成 し た ケ ア プ ラ ン に お け る 訪 問 介 護、 通 所 介 護、 地 域 密 着 型 通 所 介 
護、 福 祉 ⽤ 具 貸 与 の 各 サー ビ ス の 割 合   
  

● 前 6 か ⽉ 間 に 作 成 し た ケ ア プ ラ ン に お け る 訪 問 介 護、 通 所 介 護、 地 域 密 着 型 通 所 介 
護、 福 祉 ⽤ 具 貸 与 の 各 サー ビ ス ご と の、 同 ⼀ 事 業 者 に よっ て 提 供 さ れ た も の の 割 合   
  
分 科 会 で は ケ ア マ ネ ジャー の 事 務 負 担 へ の 懸 念 や、 利 ⽤ 者 へ の 説 明 頻 度 に つ い て 質 
問 が あ が り ま し た。 厚 労 省 は 事 務 負 担 を 鑑 み て、 説 明 頻 度 な ど 具 体 的 な ⽅ 法 を 検 討 
し た い、 と し て い ま す。   
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会 議 や 他 職 種 連 携 に お け る ICT の 活 ⽤   
  
【指 定 居 宅 介 護 ⽀ 援 の 具 体 的 取 扱 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 三 条   九 （追 加）】   
  
感 染 防 ⽌ や 多 職 種 連 携 の 促 進 の 観 点 か ら、 サー ビ ス 担 当 者 会 議 に つ い て、 テ レ ビ 電 
話 な ど ICT の 活 ⽤ が 可 能 に な り ま す。 利 ⽤ 者 ま た は そ の 家 族 が 参 加 し て す る 場 合 
は、 テ レ ビ 電 話 等 の 活 ⽤ に つ い て の 同 意 を 得 る 必 要 が あ り ま す。   
  
  
⽣ 活 援 助 の 訪 問 回 数 の 多 い 利 ⽤ 者 等 へ の 対 応   

  
【指 定 居 宅 介 護 ⽀ 援 の 具 体 的 取 扱 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 三 条   ⼗ ⼋ の 三 （新 
設）】   
  
⽣ 活 援 助 の 訪 問 回 数 が 多 い 利 ⽤ 者 の ケ ア プ ラ ン に つ い て、 事 務 負 担 に も 配 慮 し て、 
ケ ア プ ラ ン の 検 証 の 仕 ⽅ や 届 出 頻 度 の ⾒ 直 し を ⾏ い ま す。 区 分 ⽀ 給 限 度 基 準 額 の 利 
⽤ 割 合 が ⾼ く、 訪 問 介 護 が ⼤ 部 分 を 占 め る ケ ア プ ラ ン を 作 成 す る 居 宅 介 護 ⽀ 援 事 業 
者 を 対 象 と し た、 点 検・ 検 証 の 仕 組 み が 導 ⼊ さ れ ま す。   
  

● 検 証 の 仕 ⽅ に つ い て、 地 域 ケ ア 会 議 の み な ら ず、 ⾏ 政 職 員 や リ ハ ビ リ テー ショ ン 
専 ⾨ 職 を 派 遣 す る 形 で ⾏ う、 サー ビ ス 担 当 者 会 議 等 で の 対 応 を 可 能 と す る   
  

● 届 出 頻 度 に つ い て、 検 証 し た ケ ア プ ラ ン の 次 回 の 届 出 は １ 年 後 と す る   
  

● 効 率 的 な 点 検・ 検 証 の 仕 組 み の 周 知 期 間 の 確 保 等 の た め、 10 ⽉ か ら 施 ⾏   
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ハ ラ ス メ ン ト 対 策 の 強 化   
  
【勤 務 体 制 の 確 保・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 九 条 ４ （新 設）】   
  
介 護 現 場 で 問 題 と なっ て い る 様々 な ハ ラ ス メ ン ト へ の 対 策 強 化 が、 運 営 基 準 に 盛 り 
込 ま れ ま し た。 居 宅 介 護 ⽀ 援 を 含 め た す べ て の サー ビ ス を 対 象 に、 ハ ラ ス メ ン ト に 
よっ て 職 員 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 ⽌ す る た め の ⽅ 針 の 明 確 化 な ど、 必 要 な 
措 置 を 講 じ る こ と が 義 務 付 け ら れ ま す （経 過 措 置 な し）。   
  
  
業 務 継 続 に 向 け た 取 り 組 み の 強 化   
  
【業 務 継 続 計 画 の 策 定 等・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼗ 九 条 の ⼆ （新 設）】   
  
感 染 症 や 災 害 が 発 ⽣ し た 場 合 で あっ て も、 利 ⽤ 者 に 必 要 な サー ビ ス が 安 定 的・ 継 続 
的 に 提 供 さ れ る 体 制 を 構 築 す る こ と が、 次 期 改 定 の 柱 の 1 つ で す。 こ れ を 踏 ま え、 業 
務 継 続 に 向 け た 以 下 の 3 点 が 運 営 基 準 で 義 務 化 さ れ ま す。   
  

● 業 務 継 続 に 向 け た 計 画 （業 務 継 続 計 画・ BCP ） を 策 定 し、 感 染 症 や ⾮ 常 災 害 発 ⽣ 
時 に は 計 画 に 従っ て 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と   
  

● 業 務 継 続 計 画 を 職 員 に 周 知 す る と と も に、 必 要 な 研 修 や 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る 
こ と   
  

● 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の ⾒ 直 し を 実 施 し、 必 要 に 応 じ て 計 画 内 容 の 変 更 を ⾏ う こ 
と   
  
上 記 の 運 営 基 準 の 改 正 に 際 し、 省 令 施 ⾏ ⽇ か ら 2024 年 3 ⽉ 31 ⽇ ま で、 3 年 間 の 経 過 措 
置 期 間 を 設 け る と し て い ま す。   
  
  
感 染 症 対 策 の 強 化   

  
【感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 ⽌ の た め の 措 置・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼆ ⼗ ⼀ 条 の ⼆ 
（新 設）】   
  
介 護 サー ビ ス 事 業 者 の 感 染 症 対 策 を 強 化 す る 観 点 か ら、 以 下 3 点 の 対 策 が 義 務 化 さ れ 
ま す。   
  

● 感 染 症 の 予 防・ ま ん 延 の 防 ⽌ の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を お お む ね 6 ⽉ に 1 回 
以 上 開 催 す る こ と。 そ の 結 果 に つ い て、 職 員 等 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と。 （委 員 会 は 
テ レ ビ 電 話 な ど 情 報 通 信 機 器 を 活 ⽤ し て ⾏ う こ と が で き る）   
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● 事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防・ ま ん 延 の 防 ⽌ の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と   
  

● 職 員 等 に 対 し、 感 染 症 の 予 防・ ま ん 延 の 防 ⽌ の た め の 研 修・ 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 
す る こ と   
  
な お、 経 過 措 置 期 間 は 省 令 施 ⾏ ⽇ か ら 2024 年 3 ⽉ 31 ⽇ ま で の 3 年 間 が 設 け ら れ ま す。   
  
  
運 営 規 程 等 の 掲 ⽰ に 係 る ⾒ 直 し   

  
【掲 ⽰・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼆ ⼗ ⼆ 条 ２ （新 設）】   
  
現 ⾏ で は、 各 サー ビ ス に お け る 運 営 規 程 等 の 重 要 事 項 は、 事 業 所 内 の ⾒ や す い 場 所 
へ の 掲 ⽰ が 義 務 付 け ら れ て い ま す。 こ の 点 に つ い て、 介 護 サー ビ ス 事 業 者 の 業 務 負 
担 軽 減 や 利 ⽤ 者 の 利 便 性 の 向 上 を 図 る 観 点 か ら、 閲 覧 可 能 な ファ イ ル 等 で 据 え 置 く 
な ど の 対 応 が 可 能 と な り ま す。   
  
具 体 的 に は、 重 要 事 項 に 関 す る 書 ⾯ を 事 業 所 に 備 え 付 け、 か つ、 関 係 者 が い つ で も 
⾃ 由 に 閲 覧 で き る 状 態 と す る こ と で、 掲 ⽰ の 代 わ り と す る と し て い ま す。   
  
  
⾼ 齢 者 虐 待 防 ⽌ の 推 進   
  
【基 本 ⽅ 針・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 ⼆ ⼗ 七 条 の ⼆ （新 設）】   
  
介 護 福 祉 現 場 で 問 題 と なっ て い る ⾼ 齢 者 へ の 虐 待 に 関 し て、 利 ⽤ 者 の ⼈ 権 の 擁 護 や 
虐 待 の 防 ⽌ 等 の 観 点 か ら、 以 下 の 4 点 が 義 務 付 け ら れ ま す。   
  

● 虐 待 防 ⽌ の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に、 そ の 結 果 
に つ い て、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と。 （委 員 会 は テ レ ビ 電 話 な ど 情 報 通 信 機 器 を 
活 ⽤ し て ⾏ う こ と が で き る）   
  

● 事 業 所 に お け る 虐 待 防 ⽌ の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と   
  

● 職 員 等 に 対 し、 虐 待 防 ⽌ の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と   
  

● 上 記 の 虐 待 防 ⽌ に 関 す る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ と   
  
虐 待 防 ⽌ に 関 す る 運 営 基 準 の 改 正 に 際 し、 省 令 施 ⾏ ⽇ か ら 2024 年 3 ⽉ 31 ⽇ ま で、 3 年 
間 の 経 過 措 置 期 間 が 設 け ら れ ま す。   
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記 録 の 保 存 等 に 係 る ⾒ 直 し   
  
【電 磁 的 記 録 等・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 三 ⼗ ⼀ 条 （新 設）】   
  
介 護 サー ビ ス 事 業 者 の 業 務 負 担 軽 減 や い わ ゆ る ロー カ ル ルー ル の 解 消 を 図 る 観 点 か 
ら、 諸 記 録 の 保 存・ 交 付 等 に つ い て、 原 則 と し て 電 磁 的 な 対 応 が 認 め ら れ、 必 ず し 
も 紙 媒 体 で 保 存 す る 必 要 が な く な り ま す。   
  
  
利 ⽤ 者 へ の 説 明・ 同 意 等 に 係 る ⾒ 直 し   
  
【電 磁 的 記 録 等・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 基 準 第 三 ⼗ ⼀ 条 ２ （新 設）】   
  
利 ⽤ 者 の 利 便 性 向 上 や 介 護 サー ビ ス 事 業 者 の 業 務 負 担 を 軽 減 す る 観 点 か ら、 利 ⽤ 者 
や そ の 家 族 に 対 す る 説 明・ 同 意 等 ※ の う ち、 書 ⾯ で ⾏ う も の に つ い て、 相 ⼿ の 承 諾 
を 得 た う え で、 電 磁 的 な 対 応 が 認 め ら れ ま す。   
  
具 体 的 に は、 ケ ア プ ラ ン や 重 要 事 項 説 明 書 な ど の 説 明、 同 意 を 得 る 際 に、 必 ず し も 
紙 の 書 類 を ⽤ 意 す る 必 要 は な く、 タ ブ レッ ト や PC な ど を 使っ て デー タ で 提 ⽰ す る 運 
⽤ も 可 能 と な り ま す。   
  
※ 説 明・ 同 意 等 … 交 付、 説 明、 同 意、 承 諾、 締 結 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の   
引 ⽤ ︓ 第 199 回 社 保 審・ 介 護 給 付 費 分 科 会 「資 料 １ 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 の 主 な 
事 項」 よ り   
  

Copyright   (C)   SMS   Co.,Ltd.   All   Rights   Reserved.   
掲 載 の 記 事・ 写 真・ イ ラ ス ト な ど、 す べ て の コ ン テ ン ツ の 無 断 複 製・ 転 載・ 公 衆 送 信 を 禁 じ ま す   
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